
船舶事故等調査報告書 

平成２２年１０月２８日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０門第１１４号 

事故等種類 運航不能（機関損傷） 

発生日時 平成２２年４月５日 ２３時３０分ごろ 

発生場所 宮崎県延岡市島
しま

浦島
うらとう

南東方沖 島野
しまの

浦島
うらしま

灯台から真方位１３７°１１.０

海里付近 

（概位 北緯３２°３２.０′ 東経１３１°５８.０′） 

事故等調査の経過  平成２２年７月１５日、本インシデントの調査を担当する主管調査官

（門司事務所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 春日
かすが

丸、１９トン 漁船 第五

 船舶番号、船舶所有者等  ＭＺ２－３１５１（漁船登録番号）、有限会社春日丸 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 主機直結冷却海水ポンプ（以下「海水ポンプ」という。）駆動軸折損、主

機ピストン及びシリンダライナ焼付き 

 事故等の経過  本船は、船長ほか１１人が乗船して操業中、平成２２年４月５日２３時

３０分ごろ、主機冷却清水温度が上昇し、オイルミスト管から白煙が出始

めたので、主機を停止し、自力航行を断念して、僚船にえい
．．

航されて帰港

した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り時々晴れ、風向 北東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約１.０～１.５ｍ、うねり 約１.５ｍ 

 その他の事項  主機は、平成元年から使用されており、海水ポンプの駆動軸は交換され

たことはなかった。 

 海水ポンプは、軸受に異状はなかったが、駆動軸が軸受のインペラ側付

け根で折損していた。 

 主機は、清水の冷却不足から過熱してジャケットＯリングが損傷し、清

水がクランクケース内に漏洩して主機潤滑油に混入したことから、同油性

状が劣化していた。 

 主機は、全シリンダのピストンとシリンダライナが焼き付いていた。 

分析 乗組員等の関与 あり 

船体・機関等の関与 あり 

気象・海象の関与 なし 

判明した事項の解析  本船は、島浦島南東方沖で操業中、海水ポンプ

の駆動軸が折損したことにより、主機が過熱する

とともに、ジャケット冷却清水がクランクケース

内に漏えい
．．

して潤滑油の性状が劣化し、ピストン

がシリンダライナに焼き付いたものと考えられ

る。 

 海水ポンプの駆動軸は、経年使用され、運転と

停止を繰り返すうち、材質が疲労して、折損した

 



 

ものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が島浦島南東方沖で操業中、海水ポンプの駆動

軸が折損したため、主機が過熱するとともに、ジャケット冷却清水がクラ

ンクケース内に漏えい
．．

して潤滑油の性状が劣化し、ピストンがシリンダラ

イナに焼き付いたことにより発生したものと考えられる。 

 




